
 

新あさひみらい塾の実施について 

旭区では、平成 26 年度から３年間、地域で活動するきっかけづくりを行うことを目的に「あさひみらい塾」

を実施してきましたが、平成 29 年度からは、自治会・町内会の皆様との連携によって、より一層地域に寄り沿

った形で、地域活動の担い手となる人材の育成をめざし、「新あさひみらい塾」を新たに実施します。 

なお、初年度となる今年度は、１～２地区の地区連合に御協力いただいて、「新あさひみらい塾」の事業スキ

ームの構築に向け、モデル実施をお願いしたいと考えております。 

  

１ 趣旨・目的 

 

（１） 地域の課題解決力の向上 

具体的な地域課題をテーマとして設定し、自治会・町内会の皆様と解決に向けたプロセスを講座を

通じて共有することで、地域の課題解決力向上を図ります。 

（２） 担い手の発掘と育成 

地域課題に関心をもって集う参加者が、地域活動への関心を高めて自治会・町内会活動に主体的に

参画する動機づけの機会とします。 

 
２ 29年度の取組内容 

  具体的な実施内容については、御協力いただく地区連合の意向を踏まえて、十分に打合せの上、決定し

ます。 

① テーマ及び講座内容決定(９月～) 

御協力いただく地区連合と区役所、コーディネーター(区と協働契約を結んだ者)が話し合い、講座

のテーマとなる地域課題や講座内容を決定します。 

 

② 参加者募集 

講座内容は、地域にお住いの皆様が参加しやすいように、テーマを工夫します。 

(他の自治会・町内会の方の参加が可能な講座については、広く周知します。) 

  

③ 講座の実施(10～３月) 

先行事例の見学など、講座の実施を進め、参加者が課題解決に取り組みます。 

◆講座の流れ 例：地域課題を学ぶ→先行事例の見学→具体的な課題解決検討 

 

④ 実施後のフォロー 

講座終了後も具体的な課題解決の取組が継続されるよう区役所がフォローを行います。 

 

３ モデル実施地区の募集 

  今年度のモデル実施に御協力いただける地区連合は、９月１５日(金)までに下記担当まで御相談いただき

ますよう、お願い申し上げます。 

     

平成 2 9 年 8 月 1 8 日 
区 連 会 資 料 
区政推進課・地域振興課 

自治会・町内会活動の活性化につながる講座を実施します。 

担当：旭区役所区政推進課地域力推進担当 遠藤、宮崎、片岡、板橋  TEL：954－6028 FAX：951－3401 

旭区役所地域振興課        西野、渡邊        TEL：954－6097 FAX：955－3341 

 


